
┏ ┓  ～ ひ と り 親 家 庭 の 自 立 を サ ポ ー ト す る ～  

┗ ■   Y E L L な が さ き  メ ー ル マ ガ ジ ン  

V o l . 2 2 5  2 0 2 4 . 9 . 3 0 配 信  

 ┗ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

こ の メ ー ル マ ガ ジ ン は 、 情 報 提 供 を 希 望 す る 登 録 者 の み な さ ま  

及 び ス タ ッ フ が 名 刺 交 換 を さ せ て い た だ い た 方 へ お 送 り し て い ま す 。 

 

_ / _ / _ / _ /  I  N  D  E  X  _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ / _ /  

・ 特 集… 1 .西 彼 地 区 で  

親 子 交 流 セ ミ ナ ー を 開 催 い た し ま す 。  

 

2 .長 崎 市 パ ソ コ ン 講 習  

 

・ 支 援 情 報… … 県 営 住 宅 の 入 居 者 募 集 に つ い て  

 

・ お 知 ら せ… … １ ０ 月 １ 日 か ら 事 務 所 が 茂 里 町 に 移 転 し ま す 。 

 

・ 1 0 月 の 予 定… … Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談  

 

・ 編 集 後 記… … お く ん ち （ 後 記 ）  

 

■ 特 集━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ 1 .西 彼 地 区 で 親 子 交 流 セ ミ ナ ー を 開 催 い た し ま す 。  

 

西 彼 地 区 を 対 象 に 各 地 区 で 親 子 交 流 セ ミ ナ ー を 実 施 し ま す 。 親 子 交

流 と は そ も そ も ど う い う こ と な の か お 知 り に な り た い 方 、 現 在 、 親

子 交 流 が 上 手 く 実 施 で き て い な い 方 、 こ れ か ら 親 子 交 流 を 始 め よ う

と 思 わ れ て い る 方 は こ の 機 会 に ぜ ひ 、 ご 参 加 く だ さ い 。 今 回 は 、 第

三 者 機 関 と し て 様 々 な 条 件 の ご 家 庭 に 携 わ っ て い る 実 践 者 の 方 か ら



事 例 を 交 え た 親 子 交 流 の お 話 を お 聞 き し ま す 。  

※ 託 児 を ご 希 望 の 方 は 事 前 の 申 し 込 み が 必 要 で す 。 オ ン ラ イ ン で の

ご 参 加 も 可 能 で す 。  

 

● 西 彼 地 区  

日 程 ； 令 和 6 年 1 0 月 2 7 日 （ 日 ） 1 3： 0 0～ 1 4： 3 0  

会 場 ； 時 津 町 北 部 コ ミ ュ ニ テ ィ セ ン タ ー  

対 象 ； 西 彼 地 区 に お 住 ま い の ひ と り 親 家 庭 の お 父 さ ま ・ お 母 さ ま  

離 婚 を お 考 え の 方  

申 込 フ ォ ー ム U R L  

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1 2 b R M i i 1 X Q 9 u 2 P d u U t j a z z o H -

d X D e A X G u t l P B c m F V o C A / e d i t  

 

◆ 2 .長 崎 市 パ ソ コ ン 講 習   

＜ 受 講 生 募 集 ＞  

  今 年 度 の 長 崎 市 パ ソ コ ン 講 習 の 受 講 生 を 募 集 し て い ま す 。  

★ 受 講 に 際 し て の 必 須 事 項 ★  

（ 下 記 1～ 4 を 全 て 満 た す 必 要 が ご ざ い ま す ）  

1 .  長 崎 市 に 居 住 す る ひ と り 親 家 庭 の 母 ・ 父 お よ び 寡 婦 、  

ひ と り 親 家 庭 の 子  

2 .上 記 1 を 満 た し 、 か つ 長 崎 県 ひ と り 親 家 庭 等 自 立 促 進 セ ン タ ー   

（ Ｙ Ｅ Ｌ Ｌ な が さ き ） に 登 録 し 支 援 を 希 望 す る 方 。  

※ 講 習 が 始 ま る ま で に 、 登 録 を お 願 い し ま す 。  

3 .講 習 1 0 回 を 全 て 受 講 で き る 方 。  

4 .講 習 終 了 後 、 下 記 Ⅰ も し く は Ⅱ を 受 験 さ れ る 方 。  

（ 希 望 者 は Ⅰ と Ⅱ 双 方 の 受 験 も 可 能 で す ）  

Ⅰ .日 商 P C 検 定 試 験 B A S I C 文 書 作 成  【 マ イ ク ロ ソ フ ト ワ ー ド 】  

Ⅱ .日 商 P C 検 定 試 験 B A S I C デ ー タ 活 用 【 マ イ ク ロ ソ フ ト エ ク セ ル 】  

★ 受 講 定 員 ★  

8 名（ 参 加 希 望 者 が 多 数 の 場 合 は 、本 会 で 調 整 の う え 決 定 し ま す ）  

https://docs.google.com/forms/d/12bRMii1XQ9u2PduUtjazzoH-dXDeAXGutlPBcmFVoCA/edit
https://docs.google.com/forms/d/12bRMii1XQ9u2PduUtjazzoH-dXDeAXGutlPBcmFVoCA/edit


※ 託 児 あ り （ 必 要 な 方 は 申 込 時 に お 申 し 出 く だ さ い ）  

 

★ 受 講 料 ★  

無 料 （ た だ し テ キ ス ト 代 ・ 検 定 料 金 は 自 己 負 担 と な り ま す ）  

テ キ ス ト 代 ： 4 , 2 9 0  円 （ W o r d : 2 , 0 9 0 円  E x c e l : 2 , 2 0 0 円 ）   

検 定 料 ： 1  科 目 に つ き  4 , 4 0 0  円  

 

★ 受 講 日 時 ・ 回 数 ★  

日 時 ： 月 曜 日 ～ 木 曜 日 1 0 時 ～ 2 0 時 /金 曜 日 1 0 時 ～ 1 7 時  

回 数 ： 全 1 0 回 （ 1 回 6 0 分 ）  

講 習 内 容 は マ イ ク ロ ソ フ ト ワ ー ド・マ イ ク ロ ソ フ ト エ ク セ ル で す 。 

 

★ 受 講 形 式 ★  

マ ン ツ ー マ ン 形 式  

※ 受 講 決 定 後 、 随 時 開 始 と な り ま す 。  

※ 初 回 受 講 日 は 、 Y E L L な が さ き で 調 整 を 行 な い ま す 。  

2 回 目 以 降 の ス ケ ジ ュ ー ル は 、 受 講 者 と 講 師 と の 間 で 直 接 調 整 し て  

い た だ き ま す 。  

 

★ 講 習 会 場 ★  

フ ロ ン テ ィ ア ワ ー ク ス  

長 崎 県 長 崎 市 扇 町 1 3 - 1 2 扇 町 ハ イ ツ 1 0 1 号  

講 師 ： 多 田  長 三 郎 氏  

 

申 込 フ ォ ー ム U R L  

h t t p s : / / d o c s . g o o g l e . c o m / f o r m s / d / 1 D L M J _ m f I u c H H M W r F t k Y E I p s Z f x a

u X S 0 2 g y e t O M A f v B g / e d i t  

 

■ 支 援 情 報━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

◆ ＜ 募 集 ＞  県 営 住 宅 の 入 居 者 募 集  

https://docs.google.com/forms/d/1DLMJ_mfIucHHMWrFtkYEIpsZfxauXS02gyetOMAfvBg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1DLMJ_mfIucHHMWrFtkYEIpsZfxauXS02gyetOMAfvBg/edit


募 集 住 宅 の 申 込 書 な ど を 1 0 月  2 5 日 （ 金 ） か ら 県 住 宅 供 給 公 社 の   

本 社 お よ び 各 地 区 事 務 所 、県 庁 、  各 振 興 局（ 長 崎 ・ 県 北 ・ 県 央 ）な

ど で 配 布 し ま す 。   

● 申 込 期 間    

郵 送 受 付 ： 1 0 月 2 5 日 （ 金 ） ～ 1 1 月 4 日 （ 月 ・ 祝 ）    

窓 口 受 付 ： 1 1 月 8 日 （ 金 ） ～ 1 1 日 （ 月 ）   

※ 申 し 込 み は 原 則 郵 送 （ 消 印 有 効 ）、    

申 し 込 み 多 数 の 場 合 は 抽 選 者 を 決 定 し ま す 。  

県 住 宅 供 給 公 社  ☎ 0 9 5 - 8 2 3 - 3 0 5 0   

佐 世 保 事 務 所  ☎ 0 9 5 6 - 2 2 - 9 6 1 2   

諫 早 事 務 所  ☎ 0 9 5 7 - 2 6 - 9 0 5 3   

大 村 事 務 所  ☎ 0 9 5 7 - 5 2 - 6 8 2 5  

 

■ お 知 ら せ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━   

◆ 1 0 月 1 日 に 事 務 所 を 移 転 し ま す 。  

 移 転 先 住 所  

  〒 8 5 2 - 8 1 0 4  長 崎 県 長 崎 市 茂 里 町 3 - 2 4   

長 崎 県 総 合 福 祉 セ ン タ ー 県 棟 2 階  

T E L : 0 9 5 - 8 0 1 - 4 4 4 5   F A X： 0 9 5 - 8 0 1 - 4 4 4 6  

※ T E L・ F A X は 今 ま で と 同 じ で す 。  

■ 1 0 月 の 予 定 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

◆ 「 Y E L L な が さ き 定 期 法 律 相 談 」  

1 0 月 1 6 日 （ 水 ） 1 3 : 0 0～ 1 6 : 0 0  ＜ 事 前 予 約 受 付 中 ＞  

担 当 は 伊 藤 岳 弁 護 士 （ 長 崎 県 弁 護 士 会 所 属 ） で す 。  

伊 藤  岳 弁 護 士  

崎 陽 合 同 法 律 事 務 所 ホ ー ム ペ ー ジ  

h t t p s : / / w w w . k i y o u - h o u r i t s u . c o m /  

※ 日 程 等 合 わ な い 場 合 は ご 相 談 く だ さ い 。  

※ 来 所 し て の 相 談 が 難 し い 場 合 は 、 電 話 法 律 相 談 も 行 な っ て お り ま  

す 。 ま ず は お 問 合 せ く だ さ い 。  

https://www.kiyou-houritsu.com/


■  編 集 後 記 ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━ ━  

 

◆ お く ん ち  （ 後 記 ）  

＜ 長 崎 刺 繡 ＞  

江 戸 時 代 か ら 伝 わ る 長 崎 刺 繍  

そ の 奥 深 さ が た ま ら な い 魅 力  

長 崎 く ん ち の 衣 装 や 傘 鉾 た れ を き ら び や か に 彩 っ て い る の が  

長 崎 刺 繍 で す 。  

長 崎 刺 繍  

1 7 世 紀 後 半 に 長 崎 に 居 住 し て い た 唐 人 よ っ て 伝 え ら れ た 刺 繍 技 術

が 、 長 崎 の レ ベ ル の 高 い 下 絵 師 や 縫 い 師 に よ っ て 独 自 の 発 展 を 遂 げ

た も の で す 。  

 

長 崎 く ん ち は 、 1 0 月 7 日 か ら 9 日 ま で の 日 程 で 行 わ れ 、長 崎 の 街 は  

く ん ち 一 色 に 染 ま り ま す 。  

 

最 後 ま で ご 覧 い た だ き 、 あ り が と う ご ざ い ま し た 。  

 

 


